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○
経
済
産
業
省
令
第
五
十
八
号

商
標
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
十
九
号
）
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
商
標
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
日

経
済
産
業
大
臣

茂
木

敏
充

商
標
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

商
標
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
六
類
の
項
下
欄
第
十
二
号
中
「
金
属
製
人
工
魚
礁
」
を
「
金
属
製
人
工
池

金
属
製
人
工
魚
礁
」
に
改
め
る
。

別
表
第
八
類
の
項
下
欄
第
一
号

中
「
皮
砥
」
を
「
革
砥
」
に
改
め
る
。

と

と

（九）

別
表
第
九
類
の
項
下
欄
第
十
四
号
中
「
電
子
楽
器
用
自
動
演
奏
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
記
憶
さ
せ
た
電
子
回
路
及
び
Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
Ｏ
Ｍ

」
を
「
電
気
又
は
電
子
楽
器
用
フ
ェ
イ
ザ
ー

電
子
楽
器
用
自
動
演
奏
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
記
憶
さ
せ
た
電
子
回
路
及
び
Ｃ
Ｄ
―
Ｒ

Ｏ
Ｍ
」
に
改
め
る
。

別
表
第
十
二
類
の
項
下
欄
第
三
号

中
「
つ
り
皮
」
を
「
つ
り
革
」
に
改
め
る
。

（二）
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別
表
第
十
五
類
の
項
下
欄
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

楽
譜
台

指
揮
棒

別
表
第
十
八
類
の
項
下
欄
第
一
号

中
「
な
め
し
皮
」
を
「
な
め
し
革
」
に
改
め
る
。

（一）

別
表
第
十
九
類
の
項
下
欄
第
十
六
号
中
「
人
工
魚
礁
（
金
属
製
の
も
の
を
除
く
。
）
」
を
「
人
工
池
（
金
属
製
の
も
の
を
除

く
。
）

人
工
魚
礁
（
金
属
製
の
も
の
を
除
く
。
）
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
十
類
の
項
下
欄
第
五
号

中
「
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
包
装
用
容
器
（
「
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
栓
及
び
ふ
た
」
を
除
く

（三）

。
）
」
を
「
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
包
装
用
容
器
（
「
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
栓
、
ふ
た
及
び
瓶
」
を
除
く
。
）
」
に
、
同
項
下
欄
第

九
号
中
「
人
工
池

す
だ
れ
」
を
「
す
だ
れ
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
十
一
類
の
項
下
欄
第
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

九

ガ
ラ
ス
製
又
は
陶
磁
製
の
包
装
用
容
器

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
包
装
用
瓶

ガ
ラ
ス
製
又
は
陶
磁
製
の
包
装
用
容
器

（一）
イ

飲
料
用
容
器

化
粧
品
用
容
器

食
品
用
容
器

薬
品
用
容
器

ロ

ガ
ラ
ス
製
栓

ガ
ラ
ス
製
ふ
た



- 3 -

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
包
装
用
瓶

（二）

別
表
第
二
十
一
類
の
項
下
欄
第
十
一
号
中
「
犬
の
お
し
ゃ
ぶ
り

植
木
鉢
」
を
「
植
木
鉢
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
十
八
類
の
項
下
欄
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八

愛
玩
動
物
用
お
も
ち
ゃ

犬
の
お
し
ゃ
ぶ
り

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
係
属
中
の
商
標
登
録
出
願
等
に
係
る
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
特
許
庁
に
係
属
し
て
い
る
商
標
登
録
出
願
又
は
防
護
標
章
登
録
出
願
に
係
る
商
品
及
び
役
務

の
区
分
に
つ
い
て
は
、
そ
の
商
標
登
録
出
願
又
は
防
護
標
章
登
録
出
願
に
つ
い
て
査
定
又
は
審
決
が
確
定
す
る
ま
で
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。


